
伸　　　び　　　率　  （ 　％ 　）

歳　 出　 計 （ 千　円 ） （ Ａ ）

訳

内

出

 節　（　番　号　＋　名　称　） 

歳

一　  　　般　 　　財  　　 源

そ　　　　　　の　　　　　　他

地　  　　　　方　 　　　 　債

県 　 　　支 　　　出  　　 金

歳　  入　  計　 （　 千　 円　 ）

訳

内

源

【手段（事業内容・どのようなことを行うのか）】

【事業開始のきっかけや他市の状況など】【めざす姿（意図・どのような状態になるのか）】

事業期間

事業の区分

目項
根拠法令

総合計画実施計画策定及び行政評価シート

款
会計

事務事業名

総合計画体系

要求区分
予 算 科 目

■事業費

財
国　 　庫　 　支　 　出　 　金

対象年度

事業

担当課係等

【対象（だれに対して・何に対して行うのか）】

【事業をとりまく環境の変化】

考

備

予算事業名

56
2,629

R06年度

2,685

1,033

516

0

0

1,136

2,685

124
3,960

R07年度

          52.10

4,084

1,572

786

0

0

1,726

4,084

総合計画59ページ　予算書299ページ

高齢者の食事の機会を確保する点から、重要なサービスとなっている
ため継続的に支援していくことが必要となる。

利用者に対して、昼食サービスを提供する
 ことにより、栄養バランスのとれた食事を
提供するとともに、見守りを行う。

【令和 8年度　事業内容】
利用者に対して、昼食サービスを提供する
 ことにより、栄養バランスのとれた食事を
提供するとともに、見守りを行う。

【令和 9年度　事業内容】
利用者に対して、昼食サービスを提供する
 ことにより、栄養バランスのとれた食事を
提供するとともに、見守りを行う。

【令和10年度　事業内容】

日常業務で高齢者と接する介護事業所等に委託。利用者に栄養バラン
スのとれた昼食を宅配し、食生活の改善と健康保持を図り、安否確認
を行う。

地域自立生活支援事業費

金額 ( 千円 ) 金額 ( 千円 )

結城市に在住する65歳以上の者で次のいずれかに該当する者。高齢者
単身世帯、高齢者のみ世帯、高齢者がいる世帯で昼食の用意が困難な
者

1603

地域自立生活支援事業費

主要事業

04
03

継続　（　　  年度～　　  年度）

介護保険法

結城市では地域支援事業における任意事業の中の地域資源を活用した
ネットワーク形成に資する事業に位置付けている。

03

高齢者の自立と生活の質の確保を図ることができる。

03

令和 8年度

10 需用費
12 委託料

みんなで支えあい　安心して暮らせる地域福祉を目指そう

高齢者が生き生きと安心して暮らせる地域づくり

地域包括ケアシステムの構築 介護福祉課

長寿支援係

経常経費



１次評価（１次評価者として判断した今後の事務事業の方向性（改革・改善策））

２次評価（２次評価者として判断した今後の事務事業の方向性（改革・改善策））

種類

■指標

成果

目標

実績

実績

実績

実績

■事業評価

■方向性

指 標 名 単 位

目標

目標

活動

指標

目標

指標

管理課連絡欄

R06年度 R07年度 R08年度

      98.00        0.00        0.00

       0.00        0.00        0.00

     150.00      155.00      160.00

       0.00        0.00        0.00

実利用者数

□拡充（人・モノ・カネ等の拡充）　■改善改革しながら継続　□現状のまま継続（改善・改革なし）　□統合・新規事業への展開
□縮小　□休止　□廃止・終了　□予定どおりの要求　□一部改善の上要求　□今回は見送り　□その他の処置

高齢者の見守り、食生活改善、健康保持として一定の役割は果たしているが、委託している介護事業者の事業撤退により継続が難しい
状況である。
その為、介護事業者以外の民間業者による配食サービスの活用を行い、引き続き高齢者を支援していくものである。

□拡充（人・モノ・カネ等の拡充）　□改善改革しながら継続　□現状のまま継続（改善・改革なし）　□統合・新規事業への展開
□縮小　□休止　□廃止・終了　□予定どおりの要求　□一部改善の上要求　□今回は見送り　□その他の処置

上記評価のとおり

人

Ａ 必要性は高い

Ａ 妥当である

方向性の具体的内容

企画調整会議の意見・考え方（１次評価者と同じ場合も記入）

Ａ 妥当である

Ａ 改善の余地はない

Ａ 偏りは見られない

Ｂ どちらとも言えない

Ｂ どちらとも言えない

必要性

妥当性

効率性

公平性

有効性

進捗度

総合評価

対応策提言等

ひとり暮らし高齢者や調理が必要な高齢者の見守り、栄養改善を兼ねているため。

・市内介護事業者を中心に委託しており、高齢者向けの食事の提供や見守りができる。
・サービス開始時に利用者の状態を確認するアセスメントを行うことができる。

コスト及び効率を考えると現在の実施方法が妥当である。

近年の物価高騰から、1食あたりの委託料を減らすことは難しいと考えられる。

申請の際にアセスメント票に基づき必要な対象者であるか判断している。

高齢者の見守り等に一定の役割は果たしている。
継続的に事業を実施することが大切であるが、民間業者との兼ね合い等、事業の見直しを
検討する必要はあると思われる。

高齢者の見守り等に一定の役割を果たしている。
継続的に事業を実施することが大切である。

栄養バランスのとれた昼食を配達し、食生活の改善と健康保持を図り、利用者の安否確認を行っているため、調理が困難な高齢者には
特に有効性がある。委託していた事業所のひとつが閉鎖することに伴い、当該区域の事業を継続していくため、食事の提供方法も事業
者が選択できるようし、委託先を広く公募できるようにした。また、近年の物価高騰も加味し、提供方法の違いによる委託料の変更も
した。また、委託法人の撤退もあり、配達事業所が減少しているため、継続的に実施していくために、同一配達エリアの複数法人への
委託も検討していく必要があると思われる。

高齢者の生活支援の一環として、継続的に事業を実施していく。利用者から意見を聞いたり、事業者と意見交換をしながら改善を図っ
ていく。

事業の必要性

実施主体の妥当
性

手段の妥当性

コストの効率性
・人員効率

受益者の偏り

成果向上の余地

事業の進捗

上記評価を踏まえて事業全体について評価し、問題点・課題等を指摘してください

この事業を今後どのように改善・改革をしていきますか

   8,763.00        0.00        0.00

       0.00        0.00        0.00

  10,400.00   10,500.00   10,600.00

       0.00        0.00        0.00

延べ配食数 食

令和 6年度行政評価シート


